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☑６月のお知らせ

「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」
と
「
サ

マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」
が
、
７
月
13

日
㈫
か
ら
全
国
で
2
種
類
同
時
発
売

さ
れ
ま
す
。
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金

は
、
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま

ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

■
販
売
期
間　

７
月
13
日
㈫
～
８
月
13
日
㈮

■
抽
選
日
：
８
月
25
日
㈬

■
販
売
価
格
：
各
1
枚　

３
０
０
円

■
当
選
金

▽
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

1
等　

5
億
円
×
23
本

前
後
賞
各　

1
億
円
×
46
本

※
当
せ
ん
本
数
は
、

発
売
総
額
６
９
０
億
円
・
23
ユ
ニ
ッ

ト
の
場
合

▽
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

１
等　

３
０
０
０
万
円
×
28
本

前
後
賞
各　

１
０
０
０
万
円
×
56
本

※
当
せ
ん
本
数
は
、

発
売
総
額
２
１
０
億
円
・
７
ユ
ニ
ッ

ト
の
場
合

瀬
戸
内
町
水
道
事
業
に

お
き
ま
し
て
は
、
人
口

減
少
に
伴
う
料
金
収
入

の
減
少
や
施
設
の
老
朽

化
に
伴
う
更
新
費
用
の

増
加
な
ど
、
今
後
ま
す

ま
す
経
営
環
境
は
厳
し

く
な
る
も
の
と
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
水
道
事
業
を
将
来

に
わ
た
っ
て
持
続
的
に

安
定
し
て
経
営
し
て
い

く
た
め
に
は
、
中
長
期

的
な
視
点
に
立
ち
、
施

設
や
設
備
に
関
す
る
投

資
や
投
資
に
対
す
る
財

源
の
見
通
し
を
試
算
し

な
が
ら
経
営
の
健
全
化

や
経
営
基
盤
の
強
化
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

本
町
水
道
事
業
の
現
状

を
分
析
し
た
う
え
で
、

今
後
の
中
長
期
的
な
経

営
の
基
本
計
画
と
な
る

瀬
戸
内
町
水
道
事
業
経
営
戦
略
の
策
定
に
つ
い
て

■お問合わせ先　水道課  ☎ 0997 ー 72 － 1057

「
瀬
戸
内
町
上
水
道
事

業
経
営
戦
略
」
お
よ
び

「
瀬
戸
内
町
簡
易
水
道

事
業
経
営
戦
略
」
を
策

定
い
た
し
ま
し
た
。

経
営
戦
略
の
策
定
期
間

は
、
令
和
３
年
度
か
ら

令
和
12
年
度
ま
で
の
10

年
間
で
す
が
、
５
年
ご

と
に
事
後
検
証
や
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
上
水
道
及
び
簡

易
水
道
事
業
経
営
戦
略

の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
水
道
課
に

お
い
て
も
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象

瀬
戸
内
町
水
道
事
業
利

用
者

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
は
、
今
年
度
に

76
歳
及
び
80
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
ら
れ
る
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、

口
腔
検
診
（
お
口
元
気
歯
ッ

ピ
ー
検
診
）を
実
施
し
ま
す
。

高
齢
期
に
な
り
ま
す
と
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
飲
み

込
み
の
機
能
が
低
下
し
、
窒

息
や
肺
炎
の
原
因
と
な
り
ま

す
。
こ
の
検
診
事
業
は
、
い

つ
ま
で
も
健
康
で
美
味
し
く

食
べ
て
長
生
き
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
歯
周
病
や
義
歯

の
検
査
に
加
え
、
飲
み
込
み

の
機
能
の
診
査
・
指
導
を
行

い
、
口
腔
機
能
の
低
下
を
未

然
に
防
ぐ
と
て
も
有
効
な
検

診
事
業
で
す
。

対
象
者
に
は
5
月
末
に
受
診

券
（
オ
レ
ン
ジ
封
筒
）
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
あ
ら
か

じ
め
県
内
の
歯
科
医
療
機
関

へ
問
い
合
わ
せ
、予
約
の
上
、

ご
受
診
く
だ
さ
い
。

　■お問合わせ先　鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務課保健事業班
　　　　　　　　　☎ 099 ー 206 － 1329

お
口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診

※
注
意
事
項　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
が
続
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
体
調
を
第
一

に
考
え
、
無
理
の
な
い
範

囲
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

■
日
時

令
和
３
年
６
月
１
日
㈫
～

令
和
４
年
１
月
31
日
㈪

■
場
所

県
内
の
歯
科
医
療
機
関

■
料
金
：
無
料

■
対
象

今
年
度
76
歳
と
80
歳
に
な

ら
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者

■
申
込
期
間

令
和
３
年
６
月
１
日
㈫
～

令
和
４
年
１
月
31
日
㈪

■お問合わせ先　県市町村振興協会 ☎ 099 ー 206 － 1001
「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」
と

「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」
の
発
売
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ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
対
す
る
解

決
の
促
進
を
図
る
た
め
に
、
県

で
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
正

し
く
理
解
す
る
週
間
」
を
定
め

て
い
ま
す
。

誤
っ
た
隔
離
政
策
に
よ
っ
て
、

強
制
的
に
隔
離
さ
れ
、
ご
本
人

だ
け
で
な
く
、
ご
家
族
も
偏
見

や
差
別
を
受
け
、
か
け
が
え
の

な
い
多
く
の
方
々
の
人
生
が
奪

わ
れ
ま
し
た
。

病
気
が
治
っ
て
も
家
族
の
元
へ

帰
れ
ず
、
社
会
復
帰
が
難
し
い

状
況
に
あ
り
、
今
も
な
お
、
多

く
の
方
々
が
、
療
養
所
で
の
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま

す
。

長
い
間
、
偏
見
や
差
別
に
苦
し

め
ら
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ
っ

た
方
々
等
が
、
平
穏
に
安
心
し

て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り
の

た
め
に
、
ま
た
、
二
度
と
こ
の

よ
う
な
悲
し
い
歴
史
を
繰
り
返

さ
な
い
た
め
に
、
私
た
ち
一
人

ひ
と
り
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

と
は
何
か
を
正
し
く
理
解
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
週
間
」
に

関
す
る
お
知
ら
せ

■お問合わせ先　保健福祉課保健予防係　 ☎ 72 ー 1122

■
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る

知
識

・
ハ
ン
セ
ン
病
は
、
ら
い
菌
に

よ
っ
て
お
こ
る
感
染
症
で
、
遺

伝
病
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ら
い
菌
の
感
染
力
は
弱
く
、
非

常
に
う
つ
り
に
く
い
病
気
で

す
。
ま
た
、
早
期
発
見
と
早
期

治
療
に
よ
り
、
短
期
間
で
完
治

す
る
病
気
で
す
。 

わ
が
国
に

感
染
源
と
な
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

・
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ
っ
た
方
々

の
身
体
の
変
形
は
、
診
断
や
治

療
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る
後
遺

症
で
す
。

■
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
正
し
く

理
解
す
る
週
間

令
和
３
年
６
月
20
日
㈰
～

６
月
26
日
㈯

浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

浄
化
槽
定
期
検
査
受
検
の
お
願
い

■お問合わせ先　（公財 ）鹿児島県環境保全協会　 ☎ 099 ー 296 － 9002

浄
化
槽
は
、
私
た
ち
の
生

活
か
ら
排
出
さ
れ
た
汚
水

を
浄
化
し
、
き
れ
い
な
水

に
し
て
流
す
こ
と
が
で
き

る
装
置
で
す
。そ
の
た
め
、

業
者
に
委
託
し
て
行
う

「
保
守
点
検
」
と
「
清
掃
」

を
き
ち
ん
と
行
い
、
水
質

に
関
す
る
「
法
定
検
査
」

を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
管
理
者
（
浄
化
槽

の
所
有
者
等
）
は
、
浄
化

槽
の
適
正
な
設
置
と
維
持

管
理
を
確
認
す
る
た
め

に
、
県
知
事
が
指
定
し
た

検
査
機
関
で
あ
る（
公
財
）

鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

７
条
検
査
：
浄
化
槽
を
使

い
始
め
て
か
ら
3
か
月
目

か
ら
8
か
月
目
ま
で
の
間

に
行
う
最
初
の
検
査

11
条
検
査
：
年
1
回
受
け

る
検
査
、
定
期
検
査
と
も

言
い
ま
す
。

■
料
金

検
査
の
対
象
と
な
っ

た
浄
化
槽
は
、
事
前

に
（
公
財
）
鹿
児
島

県
環
境
保
全
協
会
か

ら
検
査
日
程
を
お
知

ら
せ
す
る
ハ
ガ
キ
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。

下
記
の
検
査
料
金
が

必
要
に
な
り
ま
す
の

で
必
ず
受
検
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。

▽
単
独
処
理
浄
化
槽　

　
　
　

４
０
０
０
円

▽
合
併
処
理
浄
化
槽

　
　
　

５
０
０
０
円

▽
採
水
員
検
査

　
　
　

３
０
０
０
円

■お問合わせ先　 鹿児島労働局労働保険徴収室  ☎ 099 － 223 － 8276

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

6
月
１
日
㈫
か
ら
7
月
12

日
㈪
ま
で
は
、
労
働
保
険

の
年
度
更
新
の
申
告
及
び

保
険
料
納
付
の
期
間
で

す
。

●
鹿
児
島
労
働
局
よ
り
送

付
さ
れ
ま
す
申
告
書
及
び

納
付
書
に
よ
り
、
期
間
内

の
申
告
・
納
付
を
行
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

●
ｅ
‐
Ｇ
ｏ
ｖ
か
ら
、
電

子
申
請
に
よ
る
申
告
も
可

能
で
す
。

令
和
３
年
度
の

労
働
保
険
年
度
更
新

手
続
き
に
つ
い
て
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■お問合わせ先　総務課危機管理係  ☎ 0997 ー 72 － 1111  



☑Information｜June

9　　広報せとうち　June  2021

障
害
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か
？

障
害
の
程
度
や
保
険
料
の
納
付
状

況
な
ど
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

と
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険

の
障
害
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
注
意
事
項

「
障
害
者
手
帳
の
障
害
等
級
」
と

「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
の

障
害
等
級
」
と
で
は
、
判
断
基
準

が
異
な
る
た
め
、
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
場
合
で
も
障
害
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
他
の
年
金
と
の
調
整
等
が

あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。　

■
受
給
要
件

障
害
年
金
・
障
害
厚
生
年
金
を
受

け
る
た
め
に
は
、
次
の
３
つ
の
要

件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

①
初
診
日
に
、
年
金
に
加
入
し
て

い
る
こ
と
。

障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け

が
で
、
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受

け
た
日(

初
診
日)

に
年
金
に
加

入
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
20
歳
前
ま
た
は
、
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
る
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
で
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な

い
期
間
に
、
初
診
日
が
あ
る
と
き
も

含
み
ま
す
。

②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ

と
。

障
害
認
定
日(

原
則
、
初
診
日
か
ら

１
年
６
ヵ
月
を
経
過
し
た
日)

ま
た

は
65
歳
に
達
す
る
ま
で
に
、
一
定
の

障
害
状
態
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

③
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と

初
診
日
の
前
日
に
一
定
期
間
の
保
険

料
納
付
済(

免
除
）
期
間
が
あ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

■
請
求
手
続
き

障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本
人
ま

た
は
家
族
に
よ
る
年
金
の
請
求
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。　

■
請
求
手
続
き
先

●
障
害
基
礎
年
金(

国
民
年
金)

役
場
町
民
生
活
課
国
民
年
金
係

●
障
害
厚
生
年
金

奄
美
大
島
年
金
事
務
所

■
問
い
合
わ
せ
先

ご
不
明
な
点
は
、
奄
美
大
島
年
金
事

務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　■お問合わせ先　 町民生活課国民年金係 ☎ 0997 － 72 － 1060
　　　　　　　　　奄美大島年金事務所お客様相談室　☎ 0997 － 52 － 4341（音声案内 1-2）

な
お
、
障
害
年
金
の
一
般
的
な
お
問
い

合
わ
せ
は
、『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
』

も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
』
へ
！

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け

に
な
る
場
合
は
、
☎
０
３
‐
６
７
０
０

‐
１
１
６
５
へ
お
か
け
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
年
金
手
帳
な

ど
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

●
月
曜
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
ま
で

●
火
～
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
ま
で

●
第
２
土
曜
日

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
ま
で

肺
が
ん
検
診
の
ご
案
内

■お問合わせ先　保健福祉課保健予防係　 ☎ 72 ー 1122

●
加
計
呂
麻
地
区

肺
が
ん
検
診
の
お

知
ら
せ

町
内
に
住
む
40
歳

以
上
の
方
を
対
象

に
肺
が
ん
検
診
を

実
施
し
ま
す
。

古
仁
屋
市
街
地
以

外
は
、
各
集
落
巡

回
し
て
い
き
ま
す

の
で
配
布
し
て
あ

る
肺
が
ん
受
診
券

を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
届
い
て
な
い

場
合
は
保
健
福
祉

課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

6
月
30
日
㈬
～
7

月
2
日
㈮　

加
計
呂
麻
地
区

古
仁
屋
市
街
地
・

西
方
・
東
方
・
山

郷
地
区
は
9
月
の

日
程
に
な
り
ま

す
。

※
加
計
呂
麻
地
区

で
受
診
で
き
な

か
っ
た
場
合
は
9

月
17
日
に
き
ゅ
ら

島
交
流
館
で
受
診

で
き
ま
す
。

■
日
時

日
時
、
場
所
、
料

金
等
に
つ
い
て
は

各
世
帯
配
布
の
受

診
券
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■
料
金

40
歳
～
69
歳
ま
で

２
０
０
円
。

70
歳
以
上
無
料

■
定
員
：
な
し
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■お問合わせ先　総務課人事行政係  ☎ 0997 ー 72 － 1111  

直接請求（古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例の改正請求）
の町議会審議結果等の公表について

１．直接請求制度（条例の制定又は改廃の請求）の概要
　普通地方公共団体の議会議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の５０分の１以上（※１）
の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対して、条例（地方税の賦課徴収
並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃の請求をすることが
できます。【地方自治法第７４条第１項】本来，条例の制定又は改廃は地方公共団体の議会の議決事
項であり、その提案権は長及び議会にあります。【地方自治法第９６条第１項】よって、住民は自
らの意思による条例の制定又は改廃については、議会に議決を請求するにとどまり、長は議会を招
集し、住民の請求に係る条例案を町としての意見を附した上で議会の審議に委ねることになるので、
最終的な決定権は議会が持つことになります。（※１）本町の場合、R3 年３月時点で１５０名以上

２．古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例改正請求の経緯


